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はじめに 
 三重県では、聴覚等に障がいのある方が約 7,300 人（※）暮らしています。聴覚障がいは、

外見からは気づかれにくいため、「目に見えない障がい」と言われています。 

 ろう者と聞こえる人が相互に人格と個性を尊重し、誰もが手話に親しみ、手話が広く利用

される共生社会の実現を図ることをめざして、平成２８年６月３０日に「三重県手話言語条

例」が制定され、平成２９年４月１日に施行されました。 

 このガイドブックをとおして、聴覚障がいの有無にかかわらず、すべての県民が、手話に

対する理解を深め、さらに手話が広がっていくことを願っています。 

 （※）身体障害者手帳（聴覚又は平衡機能障害）交付者数（平成３０年４月１日現在） 
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ろう者とは 
この条例では、聴覚障がい者（※）のうち、手話を言語として日常生活や社会

生活を送っている人を指します。 

 

 

生まれたときから聞こえず、日本語とは異なる言語である手話を第一言語と

して使っている人はもちろん、難聴者や中途失聴者で、手話を学び、生活を営み始めている

人も含みます。 

手話とは 
 ろう者がコミュニケーションを図るため、手や指、表情等を用いて豊かに

表現する視覚的な「言語」であり、日本語とは異なった独自の文法をもって

います。 

手話にまつわる主な出来事 
・  明治時代に、ろう教育が始まり、ろう者と聾学校教員、関係者の間で手話が大切に受け 

 継がれ、発展する。 

・  大正時代には、手話は日本語の習得を妨げるものと誤解された。聾学校では読唇と発語 

訓練を中心とする口話法が導入されたことから、学校での手話の使用が禁じられた。 

・  昭和４４年に「わたしたちの手話」（全日本ろうあ連盟）が発行され、社会に手話が広がる。 

・  昭和５５年、三重県立聾学校において、聴覚障がい教員に対する情報保障として、また 

中学部・高等部の生徒に対する行事等での説明手段として、手話を取り入れる。 

・ 平成５年以降、三重県立聾学校において、幼稚部・小学部の教育活動でも手話を取り入 

れ、全国に先駆けて手話を活用した指導及び支援に取り組む。 

・ 平成１８年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約（障害者権利条約） 

において、手話が言語であることが明記される。 

・  平成２６年、我が国において、障害者権利条約が批准される。 

・  平成２８年６月３０日、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、三重県 

手話言語条例が制定される。 

・  平成２９年４月１日、三重県手話言語条例が施行される。 

手話以外のコミュニケーション方法 
 指文字…日本語の５０音を片手の指の形で表します。 

 筆談…紙または手のひらなどに文字を書いて伝えます。 

 空書…相手に向けて空中に文字を書いて伝えます。 

 読話…相手の口の動きを見て読み取ります。 

２ 

（※）聴覚障がい者の中には、手話を使わない方も多くいます。こうした方々とは、筆談・口話等

によるコミュニケーションや要約筆記による情報提供等を行います。 







り、ろう者の基本的人権の擁護と社会参加を促進することを目的とする自主的な組織であ

り、地域のボランティア団体として活動しています。 

全国手話検定試験 

☞ 手話の知識だけではなく、面接委員と手話で会話をすることにより、ろう者と手話でど

の程度コミュニケーションができるのかを評価認定する試験です。毎年１０月に社会福祉

法人全国手話研修センター主催のもと、全国各地で５級から１級の試験が実施されます。 

≪問い合わせ先（三重県の実施団体） 一般社団法人三重県聴覚障害者協会まで≫ 

手話通訳とは 

話し言葉を手話に置き換えたり、手話を話し言葉に置き換える 

ことにより、ろう者と聞こえる人の、お互いの意思疎通支援を行 

います。 

手話通訳者の派遣依頼 

・県民➜お住まいの市町障がい福祉担当課まで 

・企業・団体等➜三重県聴覚障害者支援センターまで      

・県の各部局等➜三重県障がい福祉課まで 

＜派遣までの流れ＞ 

   

   

   

 

聴覚障害者情報提供施設 
三重県聴覚障害者支援センター ＜平成２４年４月１日設置＞ 

 「聞こえない」または「聞こえにくい」人が自立した地域生活を営むことができるよう、

幅広い視野をもって支援する専門的な施設です。 

   〒514-0003 津市桜橋 2 丁目 131 三重県社会福祉会館 5 階 

    TEL 059-223-3302／FAX 059-223-3301 

E-mail deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp 

ろう者の団体 

一般社団法人三重県聴覚障害者協会 ＜昭和２２年１月３日設立＞ 

 聴覚障がい者の自立及び社会参加に関する事業を行うことにより、聴覚障がい者の社会的

地位の向上及び福祉増進を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした、聴覚障が

い者の当事者団体です。 

  〒514-0003 津市桜橋 2 丁目 131 三重県社会福祉会館 5 階 

    TEL 059-229-8540／FAX 059-223-4330 

E-mail deaf.mie@viola.ocn.ne.jp 

お問い合わせのうえ、 

派遣依頼をしてください。 

派遣依頼 
派遣日時・ 

場所・内容など確認 

手話通訳者 

の調整・決定 

① 依頼者に派遣 

手話通訳者名を 

報告 

② 手話通訳者に 

資料等送付 

派遣 

５ 



手話サークル ≪問い合わせ先：最寄りの市町障がい福祉担当課または下表の各サークルまで≫ 

三重県手話サークル連絡協議会 加盟サークル一覧表（平成２９年５月現在） 

 

６ 



三重県手話言語条例 
 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条Ü第六条） 

 第二章 手話を使用しやすい環境の整備に関する計画（第七条） 

 第三章 基本的施策（第八条Ü第十三条） 

 第四章 雑則（第十四条） 

 附則 

 

 手話は、物の名称や抽象的な概念等を手や指の動き、表情等を使用して視覚的に表現するものであ

り、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図るために必要な言語とし

て使用されている。 

 我が国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきた。しかしなが

ら、発音訓練を中心とする口話法の導入により、聾
ろ う

学校における手話の使用が事実上禁止されるに至

り、手話の使用が制約された時代もあった。 

 三重県立聾
ろ う

学校においては、昭和五十五年に、全国に先駆けて中学部及び高等部の生徒に対する行

事等での説明の手段として手話を取り入れるなど、教育活動において手話を活用した指導及び支援を

行っている。 

 三重県において、このような先駆的な取組が行われているものの、手話に対する県民の理解が十分

に深まっているとは言い難い。また、手話通訳を行う人材も十分確保されていない状況にあり、特に

手話通訳者が安心して働くことができるよう、手話通訳者の待遇の改善等を図ることが求められてい

る。手話はろう者にとっての声と言うべきものであり、ろう者が将来にわたって手話により情報を取

得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図っていくためには、手話に対する理解を深める

とともに、手話通訳を行う人材を育成することが重要である。また、台風等の風水害や大規模な地震

災害がしばしば発生している三重県においては、災害の発生時において、ろう者が手話により安全を

確保するため必要な情報を十分に取得することができるようにすることも重要な課題である。 

 このような状況に鑑み、手話に関する施策を一層推進し、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相

互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図ることや、ろう

者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現に寄与することが求められている。ま

た、手話に関する施策を推進することは、手話以外の意思疎通の手段を充実させることに寄与し、も

って全ての障がい者の情報の保障を図る契機になることも期待される。 

 ここに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話等に関する基本理念を定め、県の責

務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定

め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、聴覚障がいの有無にかかわらず

県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図ると

ともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現に寄与することを目的

とする。 

（基本理念） 

第二条 前条に規定する共生社会の実現は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、

ろう者が知的で心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろ

う者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段として必要な言語であ

るという基本的認識の下に図られるものとする。 

（県の責務） 

第三条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話を使用しやすい環境

の整備を推進し、手話を使用する上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮

７ 



を行うものとする。 

２ 県は、ろう者である観光旅客、滞在者及び来訪者が安心して観光地等を訪れることができるよう、

観光地等において手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。 

３ 県は、ろう者及び手話通訳者その他手話を使用することができる者（以下「手話通訳者等」とい

う。）の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を

深めるものとする。 

（市町及び関係機関との連携及び協力） 

第四条 県は、手話を使用しやすい環境の整備及び基本理念に対する県民の理解の促進に当たっては、

市町及び関係機関と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第五条 県民は、基本理念を理解するよう努めるものとする。 

２ ろう者及び手話通訳者等は、県の施策に協力し、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の

普及に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用す

るときは、手話の使用に関して合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 

 

第二章 手話を使用しやすい環境の整備に関する計画 

第七条 県は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第二項の規定による障害者計

画において、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを総合的か

つ計画的に推進するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あらかじめ、三重県障害者施策推

進協議会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、第一項に規定する施策の変更について準用する。 

 

第三章 基本的施策 

（情報の取得等におけるバリアフリー化等） 

第八条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得し、及び県に対してその意思を表示すること

ができるよう、情報通信技術の進展その他社会の諸情勢の変化を考慮しつつ、手話による情報の発

信等に努めるものとする。 

２ 県は、ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との

意思疎通を図ることができるようにするため、手話通訳者等の派遣及びろう者からの相談に応じる

拠点の機能の確保及び拡充等を行うよう努めるものとする。 

３ 県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により安全を確保するため必要な情報を速

やかに取得し、及び円滑に他人との意思疎通を図ることができるよう、市町その他の関係機関との

連携等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（手話通訳を行う人材の育成等） 

第九条 県は、手話通訳者等及びその指導者の育成に努め、市町その他手話通訳事業を行う者と連携

して、ろう者が手話通訳者等の派遣等による意思疎通支援を適切に受けることができる体制の整備

及び拡充に努めるものとする。 

（手話の普及等） 

第十条 県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力して、県民が手話を学習する

機会の確保等に努めるものとする。 

２ 県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するため、手話に関する研修等

を行うものとする。 

３ 県は、手話に関する学習が共生社会についての理解の増進に資することを踏まえ、幼児、児童、

生徒及び学生が手話を学習する取組を促進するよう努めるものとする。 

（ろう児等の手話の学習等） 

第十一条 県は、聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒（以下この条において「ろう児」という。）

が手話を獲得し、手話により各教科等を学習し、及び手話を学習することができるよう、ろう児が

在籍する学校において幼児期から手話の教育を受けることができる環境を整備し、当該学校の教職

員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

８ 



２ 県は、ろう児が在籍する学校において、ろう児の保護者に対する手話に関する学習の機会を確保

し、並びに手話に関する教育に係る相談及び支援を行うよう努めるものとする。 

３ 県は、聴覚障がいのある乳児が手話を獲得するための機会を確保し、及びその保護者に対する手

話に関する学習の機会を確保するよう努めるものとする。 

４ 県は、前三項に掲げる施策を推進するため、市町その他の関係機関と必要な連携を図るものとす

る。 

（事業者への支援） 

第十二条 県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときにおいて、

手話の使用に関して合理的な配慮を行うための取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものと

する。 

（手話に関する調査研究） 

第十三条 県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の

推進及びその成果の普及に協力するものとする。 

 

第四章 雑則 

（財政上の措置） 

第十四条 県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第七条及び附則第三項の規定は、公

布の日から施行する。 

（検討） 

２ この条例の規定については、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

（三重県障害者施策推進協議会条例の一部改正） 

３ 三重県障害者施策推進協議会条例（昭和四十六年三重県条例第二十一号）の一部を次のように改

正する。 

  第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、同条の前に次の一条を加える。 

（部会） 

 第八条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

 ２ 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。 

 ３ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び専門委員の互選によつて定める。 

  第六条を第七条とし、第五条第三項中「会長及び委員」を「会長、委員及び専門委員」に改め、

同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。 

（専門委員） 

 第四条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。 

 ２ 専門委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者その他知事

が必要と認める者のうちから知事が任命する。 

 ３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに解任されたものとみなす。 
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